
　

国
の
農
業
政
策
が
大
き
く
変
わ
ろ
う

と
し
て
い
る
今
、
農
業
委
員
会
の
役
割

に
関
す
る
議
論
も
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

し
か
し
、「
農
業
委
員
会
」・
・
・
存
在

は
知
っ
て
い
る
け
ど
、
何
を
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
？
と
い
う
方
は
、
多
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
今
だ
か
ら
こ
そ
、

農
業
委
員
会
に
つ
い
て
も
っ
と
理
解
を

深
め
て
も
ら
い
た
い
と
の
思
い
か
ら
、「
農

業
委
員
会
だ
よ
り
」
を
創
刊
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

　

６
月
と
12
月
の
年
２
回
の
発
行
予
定

で
す
が
、
農
業
者
の
皆
さ
ん
に
楽
し
み
な

が
ら
読
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
な
紙
面

を
目
指
し
て
い

き
ま
す
の
で
、

仕
事
の
合
間
に

で
も
手
に
取
っ

て
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
す
。
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農
業
委
員
会
は
、
市
町
村
に
設
置
さ
れ
て
い
る
行
政
委

員
会
で
、
農
業
委
員
で
組
織
さ
れ
て
い
ま
す
。
農
業
委
員

は
、
農
業
者
の
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
委
員
と
市
町

村
長
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
委
員
で
構
成
さ
れ
、
青
年
・

女
性
農
業
者
や
認
定
農
業
者
等
、
多
様
な
人
材
か
ら
選
ば

れ
ま
す
。

　

岡
垣
町
農
業
委
員
会
は
、
11
人
の
選
挙
委
員
と
４
人
の

選
任
委
員
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
毎
月
10
日
に
定
例
総

会
を
開
催
し
、
農
地
の
売
買
や
農
地
転
用
等
の
審
議
を
行

う
ほ
か
、
地
産
地
消
の
推
進
や
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
の
実
施

等
、
地
域
の
農
業
・
農
村
の
発
展
の
た
め
の
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

岡
垣
町
農
業
委
員
会
で
は
、
岡
垣
町
の
農
業
、
農

家
の
現
状
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
春
に
は
、
岡

垣
町
農
業
巡
り
ツ
ア
ー
、
秋
に
は
、
枝
豆
狩
り
体
験

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
農
業
巡
り
ツ
ア
ー
は
、
町
内

七
小
中
学
校
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
役
員
を
対
象
に
、
町
内
の
い

ろ
い
ろ
な
農
家
、
圃
場
を
見
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

枝
豆
狩
り
体
験
で
は
、
新
鮮
な
枝
豆
を
、
採
っ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
、「
岡
垣
町
で
も
、
こ
ん
な
に
多

く
の
種
類
の
農
作
物
が
作
ら
れ
て
い
る
の
に
、
驚
き

ま
し
た
。」
と
い
う
声
も
聞
か
れ
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
生
産
者
と
消
費
者
の
交
流
の
輪
を
広
げ

る
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

マンゴー生産者の話を聞くPTAの皆さん

枝豆狩りを楽しむ家族

農地と担い手を
守るのが使命
農地と担い手を
守るのが使命

総会において農地の売買・
貸借・転用などについての
審議・許可 新規就農者や担い

手、農業生産法人へ
の支援

農地の売買・貸
し借りの相談や
手続き農業者年金の手

続き
農地転用の相談
や手続き

農地のトラブル
相談

耕作放棄地や違反
転用の調査および
指導

市町村長

農業委員会

選挙委員選任委員

農　業　者

選任

推薦

選挙

議　　会
農業団体

農
業
委
員
会
っ
て
？

地
域
の
方
々
と
の

触
れ
合
い

地
域
の
方
々
と
の

触
れ
合
い



今
年
は
、�

農
業
委
員
改
選

�

の
年
で
す

　

現
在
の
農
業
委
員
の
任
期
は
、
平
成
26
年

７
月
19
日
ま
で
で
、
そ
の
前
に
は
新
し
い
農
業

委
員
が
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
選

挙
に
関
す
る
情
報
は
、
後
日
広
報
お
か
が
き

で
お
知
ら
せ
が
あ
り
ま
す
。

　

農
業
を
取
り
巻
く
情
勢
は
、
今
回
の
農
業
委

員
会
だ
よ
り
に
も
掲
載
の
と
お
り
大
き
な
課
題

を
抱
え
て
お
り
、
構
造
改
革
を
さ
ら
に
加
速
化

さ
せ
る
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
今
後
の
農
業
委
員
会
活
動
に

は
、
女
性
農
業
者
及
び
若
い
農
業
者
等
の
多

様
な
視
点
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

国
は
新
た
な
農
業
政
策
の
概
要
を
公
表
し
、

農
業
を
足
腰
の
強
い
産
業
と
す
る
た
め
の
政

策
と
農
業
・
農
村
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の

維
持
・
発
揮
を
図
る
た
め
の
政
策
を
車
の
両

輪
と
し
て
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
農
業
委
員
会

は
、
担
い
手
へ
の
農
地
利
用

の
集
積
・
集
約
化
を
加
速
さ

せ
る
こ
と
が
重
要
で
、
農
業

改
革
推
進
の
た
め
一
層
重
要

な
任
務
を
負
う
こ
と
と
な
り

ま
す
。

　岡垣町農業委員会は、農地法により決められている許可申請を、前月の20日までに事務局に提出されたものにつ
いて毎月10日に審議しています。
　また、その他の農業委員会の業務に関係することについても、毎月10日の総会で審議しています。

〇農地法等に基づく許可の状況
区　　　分 申請件数 うち許可等の件数

農地法第３条許可（農地の売買・贈与・賃借の許可） ４ ４
農地法第４条許可（所有者自らが行う農地転用の許可） ３ ３
農地法第５条許可（所有権等の移転を伴う農地転用の許可） 12 12
農用地利用集積計画の決定（利用権の設定等） ４ ４
農地の一時利用届の承認
（�公共事業等で農地を一時的に利用する際の届に関する審議） ５ ５

農地転用届の承認
（�農地の中に小規模な農業用施設を設置するため農地を転用する際
の届に関する審議）

１ １

農地改良届の承認
（�小規模な農地のかさ上げ等を行う際の届に関する審議） ０ ０

〇その他の審議
農業委員会の活動の評価及び活動計画について（前年度の事務の遂行状況を評価し、翌年度の活動計画について決定）

農地法第３条第２項第５号の下限面積について（今年度の下限面積について、農地法のとおり50アールと決定）

平成 25年の農業委員会の審議状況平成 25年の農業委員会の審議状況平成 25年の農業委員会の審議状況

担　当　地　区 委　員　氏　名 担　当　地　区 委　員　氏　名
波 津 ・ 湯 川 刀　 根　 基　 光 糠 塚 会　長 田　 原　 一　 男
内 浦 ・ 原 花　 田　　　 曉 上 ・ 下 戸 切 松　 井　 冨 士 夫
手 野・ 新 松 原 副会長 俵　 口　 和　 義 海老津 ･小局 ･上畑 木　 原　 順　 次
三 吉 ・ 野 間 辻　　　 邦　 光 議 会 推 薦 麻　 生　 孝　 子
吉 木 戒　 能　 杉　 雄 議 会 推 薦 広　 渡　 輝　 男
上 高 倉・ 高 倉 神　 谷　 貞　 夫 農 協 推 薦 俵　 口　　　 徹
元 松 原・ 西 黒 山 平　 井　 政　 秀 農 業 共 済 推 薦 神　 屋　 守　 正
東 黒 山・ 山 田 小　 野　 郁　 男 任期：平成23年７月20日～平成26年７月19日

私たちが農業委員です。お気軽にご相談ください。



俵
口
　
和
義

　

岡
垣
町
農
業
委
員
会
で
は
、
委
員

会
だ
よ
り
を
発
行
す
る
に
あ
た
り
、

委
員
の
選
任
、
多
く
の
会
議
を
行
い
、

今
回
の
発
行
が
出
来
ま
し
た
。
農
家

に
何
を
ど
う
伝
え
る
の
か
、
委
員
か

ら
多
く
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
後
、
こ
の
広
報
誌
が
、
岡
垣
町

の
農
家
、
農
業
の
向
上
に
少
し
で
も
、

役
立
つ
よ
う
に
、
頑
張
っ
て
ま
い
り

ま
す
。 編

　

集
　
後
　

記

編
　

集
　
後
　

記

―農林水産省　平成25年12月「農林水産業・地域の活力創造プラン」を発表 !!―

―
農
業
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ
―

　
農
地
の
売
買
・
賃
借
・
転
用
の
申

請
手
続
き
は
農
業
委
員
会
へ

　
申
請
締
切
日
は
毎
月
20
日
で
す

☎
０
９
３

－

２
８
２

－

１
２
１
１

新たな農業・農村政策が始まります！！新たな農業・農村政策が始まります！！

　今までの農業を取り巻く仕組みや環境が大きく変わろうとしています。農業を足腰の強い産業としていく
ための政策（産業政策）と、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための政策（地域政策）を
車の両輪として推進するとして、「４つの改革」が打ち出されています。
　以下、「４つの改革」の概要を紹介します。

　

農
地
中
間
管
理
機
構
（
県
に
整
備
）
①
農

地
を
借
り
受
け
、
②
必
要
な
場
合
に
は
大
区

画
化
等
の
条
件
整
備
も
行
っ
た
上
で
、
③
担

い
手
に
対
し
て
、
そ
の
規
模
拡
大
や
利
用
す

る
農
地
の
集
約
化
に
配
慮
し
て
転
貸
、
地
域

の
農
地
利
用
を
最
適
化

①
畑
作
物
の
直
接
支
払
交
付
金

　

26
年
産
は
現
行
ど
お
り
実

施
27
年
産
か
ら
新
し
い
対
象
者

要
件
で
実
施
（
認
定
農
業
者
、

集
落
営
農
及
び
認
定
就
農
者
）

②�

米
・
畑
作
物
の
収
入
影
響

緩
和
対
策

　

26
年
産
は
現
行
ど
お
り
実
施　

27
年
産
か

ら
新
し
い
対
象
者
要
件
で
実
施
（
認
定
農
業

者
、
集
落
営
農
及
び
認
定
就
農
者
）

③
米
の
直
接
支
払
交
付
金

　

26
年
産
米
か
ら
単
価
を

７
５
０
０
円
／
10
ａ
に
削
減

　

29
年
産
米
ま
で
の
時
限
措
置

　

（
30
年
産
か
ら　

廃
止
）

④
米
価
変
動
補
填
交
付
金

　

26
年
産
か
ら
廃
止

①
水
田
活
用
の
直
接
支
払
交
付
金

・�

26
年
産
か
ら
飼
料
用
米
等
へ
の
数
量
払
い

の
導
入
（
上
限
値
10
・
５
万
円
）

・�

地
域
の
裁
量
で
活
用
可
能
な
産
地
交
付
金

の
充
実
な
ど
全
体
の
拡
充

②
米
政
策

　

５
年
後
を
目
途
に
、
国
が
策
定
す
る
需
給

見
通
し
等
を
踏
ま
え
生
産
者
や
集
荷
業
者
・

団
体
が
中
心
に
需
要
に
応
じ
た
生
産
に
行
政
・

生
産
者
団
体
・
現
場
が
一
体
に
取
り
組
む

①
農
地
・
水
保
全
管
理
支
払

　

地
域
内
の
農
業
者
が
共
同

で
取
り
組
む
地
域
活
動
に
新

た
な
支
払
制
度
を
創
設

・�

「
農
地
維
持
支
払
」
地
域

資
源
の
基
礎
的
保
全
活
動

に
新
た
な
支
払
を
創
設

・�

農
地
・
水
保
全
管
理
支
払
を
組
替
え
「
資

源
向
上
支
払
」
共
同
活
動
を
支
援

②
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払

③
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
援

　

基
本
的
枠
組
み
を
維
持
し
つ
つ
継
続

４
つ
の
改
革
の
概
要

○
農
地
中
間
管
理
機
構
の
創
設

○
水
田
フ
ル
活
用
と
米
政
策
の
見
直
し

○
経
営
所
得
安
定
対
策
の
見
直
し

○
日
本
型
直
接
支
払
制
度
の
創
設

発
行
責
任
者

　
　

会　
　

長　

田
原　

一
男

編
集
委
員
会

　
　

委　
員　
長　

俵
口　

和
義

　
　

副
委
員
長　

神
谷　

貞
夫

　
　

委　
　

員　

麻
生　

孝
子

　
　

委　
　

員　

広
渡　

輝
男

　
　

委　
　

員　

平
井　

政
秀

表紙のテーマ：がんばってます！！岡垣町農業委員会


